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■ 新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間／全国地域安全運動 

■  自転車のやくそく！～「乗るときはヘルメット」「停めたら鍵かけ」～ 

****************************************************************************************** 

■ 新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間／全国地域安全運動 
警察庁などでは、毎年10月11日～20日までの10日間に「全国地域安全運動」を実施してお

り、本県でも、県民の皆様が犯罪のない安全で安心なまちづくりへの理解と関心を深め、防犯意

識を高めていただきたく、同期間を「新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間」としてい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   「みんなでつくろう安心の街」 

～ 運動重点 ～ 

１ 子供と女性の犯罪被害防止 
子供や女性を狙った犯罪は、ひとたび発生すれば被害者や家族の心身に深刻な影響を及ぼす

だけでなく、地域全体に大きな不安を生じさせます。     

県内でも、昨年の子供や女性に対する声かけ事案等は、約 800 件認知（※新潟県警察調べ）

していて、依然として高い水準にあります。 

このような中、子供や女性の犯罪被害を防止するためには、自治体や警察、地域住民、ボラ

ンティア団体、事業者等が連携し、「地域の安全は地域で守る」という意識を持ち、多くの目で

見守ることが重要となっています。 

２ 特殊詐欺の被害防止 
特殊詐欺は、令和４年中、被害件数・被害額ともに増加し、本年８月末時点でも、 

被害件数 132 件（前年同期比 ＋17 件） 

被害額 3 億 1,797 万円（前年同期比 －7,904 万円） 

と深刻な被害状況が続いています。 

本年は、特に、架空料金請求詐欺が多く発生しています。 

「未納料金がある」と記載されたメールやパソコン画面に急に「ウイルスに感染した」など

と表示され、サポート先の電話番号が記載されていた場合は詐欺です。 

特殊詐欺被害を防止するためには、家庭内で普段から声をかけあうとともに、留守番電話設

定や防犯機能付き電話の有効性について、各種団体、民間事業者等の協力を得ながら広報して

いくなど、様々な被害防止対策に取り組む必要があります。 

３ 鍵かけによる侵入盗・乗り物盗の被害防止 
県内では、約７割の方が鍵をかけなかったことで、侵入盗・乗り物盗の被害に遭っていま

す。 

また、全国では、SNS で実行犯を募集する手口による強盗事件が広域で発生するなど、地域

全体に大きな不安を与えています。 

そのため、鍵かけの習慣化や防犯性能の高い建物部品の普及を推進する必要があります。 

４ インターネットの安全な利用 
インターネットは県民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着し、サイバー空間

は、県民が参画し、重要な社会経済活動を営む場となっています。 

安全にインターネットを利用するためには、増加するインターネット利用犯罪の手口を周知

するとともに、SNS に起因する児童の犯罪被害防止のため、児童・保護者への情報モラル教育

を推進し、インターネット・SNS の危険性や正しい利用についての周知を図っていく必要があ

ります。 



■ 自転車のやくそく！～「乗るときはヘルメット」「停めたら鍵かけ」～ 
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令和５年４月１日から、「自転車の運転者はヘルメットをかぶるよう努

めなければならない」とヘルメットの着用が努力義務になっています。 

警察庁資料によると、ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった 

人の約６割は頭部に致命傷を負っていること、また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時

と比べて約２．１倍も高くなっていることから、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用する

とともに、「自転車安全利用五則」を守って、安全に自転車を使用しましょう！ 

～ 自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう ～ 

 

◆自転車盗難被害の特徴 

自転車は通勤や通学、買い物等で手軽に使用できる便利な乗り物

ですが、鍵をかけずに停めておくと簡単に盗まれてしまいます。 

例年、県内では、自転車盗難被害の内、約７割が鍵をかけなかっ

たことで盗まれていますので、「自転車盗難防止のポイント」を実践

して、日常生活にかかせない移動手段である自転車が盗まれないよ

うにしましょう！ 

～ 自転車を停めたら鍵をかけましょう ～ 

【自転車盗難防止のポイント】 

   自転車を停めたときは、必ず鍵をかけましょう！ 

   短時間でも、自宅前でも鍵をかけましょう！ 

   自転車には鍵を２個以上（ツーロック）かけましょう！ 

   路上に置かず、駐輪場に置きましょう！ 

   防犯登録をしましょう！（自転車販売店で登録ができます） 

【自転車安全利用五則】 

   車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

   交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

   夜間はライトを点灯 

   飲酒運転は禁止 

   ヘルメットを着用 

令和５年４月１日から 

ヘルメット着用が努力義務です 


